
第２期

東御市スポーツ推進計画（素々案）

※基本計画の本文及び数値については、現在確認中のため一部不整合な箇所がございます。

ご了承ください。

スポーツにあふれた、活力と魅力あるまちづくり





はじめに

スポーツは、世界共通の人類の文化であり、心身の健康、体力の保持増進及び精神の涵養など多岐に

わたる効用を持ちます。また、地域社会の再生や地域経済の活性化にもその役割が期待されています。

本市では、これまで教育政策として「一市民１スポーツ」を掲げたスポーツの振興を東御市スポーツ

協会が中心となり行ってまいりましたが、さらに東御市の魅力を活かしたスポーツ振興施策を全市的な

視点で総合的かつ計画的に進めていくため、平成 30 年度（2018 年度）企画振興部に文化・スポーツ振

興室を設置しました。

国内においては、３年連続で世界的なスポーツイベントが開催される「ゴールデン・スポーツ・イ

ヤーズ」を目前に控え、多様な観点から、スポーツ政策を強力に推進しています。また、長野県にお

いても、2027 年の第 82回国民体育大会（冬季大会及び本大会）と第 27 回全国障害者スポーツ大会の

開催を見据え、県が目指す健康長寿世界一に向けた健康増進や、観光、経済活動への波及効果が期待

されています。

当市としても、今後、スポーツが持つ限りない力を最大限に活かしたスポーツ振興を積極的に推進す

るため、標高 1,750ｍの湯の丸高原に高地トレーニング施設の整備を進めており、湯の丸高原を積極的

にＰＲしたスポーツ合宿の誘致活動やスポーツイベントの開催等、スポーツツーリズムの取組みを強化

する中で、オリンピックを契機として多くの皆さんが当市を訪れ、知り、ファンになっていただくこと

で一過性のものでなく継続的な人の流れを生む「高地トレーニングの聖地」を目指してまいります。

また、湯の丸高原スポーツ交流施設と連動した競技スポーツ人口拡大、競技力の向上及び地域経済の

活性化は当市におけるレガシーとして、2020 年東京オリンピック・パラリンピック後も継続的に機能さ

せていくものです。

このような背景を踏まえ、本市は基本理念を「スポーツにあふれた、活力と魅力あるまりづくり」と

した「東御市スポーツ推進計画」を策定し、市民の皆様の多様なスポーツニーズに応えていくため、乳

幼児期から学校体育、競技力向上まで幅広い内容を盛り込んだ計画としています。

この計画は、市民の心身の健康増進のほか、スポーツを通じたユニバーサルな地域社会づくり、優れ

たスポーツ選手の育成、人・地域間の交流促進、地域経済の活性化など多岐にわたる市民の思いを、ス

ポーツが持つ多様な力を推進力にして実現させようというものです。

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただくとともに、貴重なご意見やご提言を賜りまし

た「東御市スポーツ推進審議会委員」の皆様をはじめ、関係団体の皆様、市民の皆様に心からお礼を申

し上げますとともに、今後ともご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

令和６年（2024 年）３月

東御市長 花岡 利夫

「スポーツにあふれた、

活力と魅力あるまちづくり」をめざして
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第１章 スポーツ推進計画について

１ 計画策定の背景

(1) 社会状況の変化と課題

近年の利便性の向上、情報化、労働形態の変化等は、私たちに便利で快適な生活をもたら

す反面、運動不足やストレスの増加により、人々の心身の健康に負の影響をもたらすことが指

摘されています。また、急速な少子高齢化の進展により、日本の社会情勢は著しく変化してい

ます。

例えば、少子化に伴い、日常的に子ども同士で遊ぶ機会が減少し、休日、放課後等に外遊び

をしない子どもが増加しました。また、学校の運動部活動では、部員数の減少に伴う休・廃部

が増え、子どもたちのスポーツの機会及び場が減少しています。

高齢化については、平均寿命が延びる一方で、要支援・要介護認定者数や介護サービス利用

者も増加しており、今後は、健康寿命の延伸に向けた取組みが求められています。

さらに、社会の活力を維持、増進するためには、性別、年齢、国籍、障がいの有無等によら

ず、誰もが活躍できる共生社会の実現が求められています。

わが国では、これまで昭和 36 年（1961 年）に制定された「スポーツ振興法」に基づき、国

民の心身の健全な発達と明るく豊かな国民生活を形成するために、スポーツの振興を行ってき

ました。しかし、社会の状況が大きく変わる中、スポーツに求められる役割・期待も変化して

きています。

 

image



2

(2) 国の動向

平成 23 年（2011 年）には、スポーツ振興法を半世紀ぶりに全面改訂し、新たに「スポー

ツ基本法」が成立、翌年の平成 24 年（2012 年）には、「スポーツ基本計画」が策定されまし

た。その中で、「スポーツ権」の確立、スポーツの多面的な役割、スポーツの内在的な価値が

うたわれた他、障がい者のスポーツが明文化されました。

また、平成 27年（2015 年）にはスポーツ立国の実現を使命としたスポーツ庁が創設され、

翌年の平成 28 年（2016 年）には、スポーツ庁と経済産業省が共同で「スポーツ未来開拓会

議」を立ち上げ、スポーツ市場規模を 2025 年までに 15兆円（現状の約 3倍）に拡大するた

めの戦略が策定されました。

第２期スポーツ基本計画は平成 29 年(2017 年)に策定され、①スポーツで「人生」が変わ

る、②スポーツで「社会」を変える、③スポーツで「世界」とつながる、④スポーツで「未

来」を創る、という４つの中長期的な基本方針を掲げました。この期間中では、大規模なス

ポーツの大会が日本で開催される一方、世界的な規模で新型コロナウイルス感染症の拡大が

急速に進み、また社会環境も大きく変化しました。

令和４年（2022 年）には、第２期計画期間中に生じた社会変化や出来事等を踏まえ、第３

期スポーツ基本計画が策定され、国民が「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる

社会を目指すため、４つの基本方針を踏襲しつつ、３つの「新たな視点」が必要としていま

す。

（出典）第３期スポーツ基本計画
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(3) 県の動向

長野県では、平成 30 年３月に策定した「第２次長野県スポーツ推進計画」を指針として、

子どもの体力向上、ライフスタイルや価値観に応じた「する」「みる」「ささえる」スポーツ

の推進、令和 10 年（2028 年）に長野県で開催する「第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全

国障害者スポーツ大会」（信州やまなみ国スポ・全障スポ）に向けた競技力の向上とその定着、

スポーツによる地域経済の活性化など、様々な施策を通して「スポーツを通じた元気な長野

県づくり」に取り組んできました。

その中で、自発的なスポーツへの参画を通じて「楽しさ」や「喜び」を得ることが、県民

一人ひとりの生活や心をより豊かにするといった「ウェルビーイング」の実現につながるも

のであることから、スポーツの持つ力や価値を発揮し更に高めていくために、今後５年間に

おいて、長野県が推進していくスポーツの施策を明らかにするべく、新たに「第３次長野県

スポーツ推進計画」を策定しました。

※ 第 82 回国民体育大会・第 27回全国障害者スポーツ大会…令和５年７月 20 日開催の公益

財団法人日本スポーツ協会の理事会において、令和 10 年（2028 年）に長野県での開催が

内定されました。

開催基本方針

(1) “スポーツ”で長野県を元気にする大会

人生 100 年時代と言われる今、スポーツを健康に活かした取組を推進し、スポーツを通じた“健康長

寿世界一の信州”の実現を目指すとともに、観光資源とスポーツ資源を融合させた地域活性化等にも取

り組み、元気な長野県を推進する大会とします。

(2) “スポーツ”の振興を支える好循環を創出する大会

長野県の地で選手が育ち、その選手が指導者となって次世代の選手を育成するなど、将来にわたり本

県のスポーツ振興を支える好循環の形成に努めるとともに、子どもたちが夢や希望を未来へとつなぐこ

とができる大会とします。

(3) “スポーツ”で共生社会づくりを加速する大会

障がい者の社会参加の推進と社会の障がい理解を促進するとともに、障がいの有無に関わらず、スポ

ーツを通じた交流を拡大するなど、誰にでも「居場所」と「出番」があり、多様性を尊重する共生社会

づくりを力強く後押しする大会とします。

(4) “スポーツ”の環境づくりを推進する大会

少子高齢化社会を迎え、地域ごとに求められるスポーツ施設に対する需要が変化していく中にあっ

て、将来にわたり安全で、適正なスポーツ施設環境を提供するとともに、誰もが生涯を通じて気軽にス

ポーツに親しめる環境づくりを推進する大会とします。

(5) “スポーツ”が長野県のファンを増やす大会

豊かな自然環境、美しい景観など数々の長野県の誇れる魅力を県民一人ひとりが見つめ直し、県内外

に発信するとともに、全国から訪れる数多くの来県者を温かいおもてなしの心で迎え、一人でも多くの

方に長野県のファンとなっていただける大会とします。

長野県ＨＰ 第 82 回国民スポーツ大会・第 27 回全国障害者スポーツ大会開催基本方針より



4

(4) 東御市の動向

平成 30 年度に市長部局へ移管し、東御市の魅力を活かしたスポーツ振興施策を全市的な

視点で総合的かつ計画的に進めてきた中で、スポーツツーリズムが拡充し、スポーツ合宿が

順調に進められております。令和元年には湯の丸に屋内運動施設が完成し、陸上競技や水泳

競技だけではなく、様々な種目の活動に利用されています。また、医科学的サポート体制が

構築され、トレーニング方法の確立や身体に与える効果などの検証を行うことで、アスリー

トのみならず市民や子供たちも安心して施設を利用できる環境を整え、競技力向上のほか健

康づくりにも活用してまいります。

みんなの健康×スポーツ実行委員会では、ボッチャをはじめとするユニバーサルスポーツ

を推進し、障がいがある人もない人も一緒に、誰もが身近で運動・スポーツに親しめる環境

整備していくことを通して、ユニバーサルな社会の実現を目指して活動しています。

市発足とともに歩みを進めてきたスポーツ協会は、20 周年を迎える中で今後さらにスポー

ツ人口を増やすための活動を推進してまいります。

総合型地域スポーツクラブは、競技スポーツによらず、外遊びやからだを動かす楽しさを

目的に、だれでも気軽に集まって体を動かす場を推進してまいります。

図表 本市の主な動向
H25 みんなの健康×スポーツ実行委員会発足

H26 高地トレーニング施設誘致が重点施策となる

チャレンジデー初参加

H27 ユニバーサルスポーツクラブ設立

H29 スポーツに関する事務の市長部局への移管検討

モルドバ共和国のホストタウンとしての登録認定

第 20回高所トレーニング国際シンポジウム 2017 in tomi開催
湯の丸高原スポーツ交流施設（全天候型 400ｍトラック、湯の丸高原荘等）竣工

H30 スポーツに関する事務が市長部局へ移管し、「文化・スポーツ振興室」新設

湯の丸高原スポーツ交流施設（屋内運動施設）起工

湯の丸高原スポーツ交流施設合宿受入

モルドバ共和国オリンピック委員会と事前合宿、市民交流事業等に関する「覚書」締結

東御市スポーツ推進審議会設置

「東御市と佐久長聖中学・高等学校とのスポーツ振興に関する協定書」締結

東御市スポーツ推進計画策定

H31 一般社団法人とうみ湯の丸高原スポーツコミッション設立

屋内運動施設完成

R2 総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会

体育協会がスポーツ協会へ名称変更

R3 総合型地域スポーツクラブ「SanyTOMI」設立
セロトーレ株式会社とローカルアクト包括協定を締結

湯の丸高原壮別棟完成

放課後の子どもの遊び体験事業「げんき塾」開始



5

R4 中学校ゆるスポーツクラブ開始

日本体育大学との体育・スポーツに関する連携協定を締結

R5 体育施設予約システム運用開始

国際シンポジウム 2023inTOMI
チャレンジデー全国一斉終了
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２ 計画策定の趣旨と目的

近年、市民のライフスタイルの多様化により、スポーツに対するニーズも多様化するととも

に、期待も高まりをみせています。こういった中、年齢や性別、障がいの有無等を問わず、誰

もがライフステージに応じてスポーツに親しみ、楽しみ、又は支える活動に参画できることは、

幸福な生活を営むうえで重要な意義を持っています。

スポーツは、子ども・青少年の心身の健全育成や体力向上の他、他者を尊重し協働する姿勢、

公正さと規律を尊ぶ態度や自制心を培う等人格形成にも資するものです。その上、健康で活力

に満ちた社会の実現には欠くことのできないものであり、人と人、地域と地域の交流を活発化

や地域の一体感と活力の醸成、地域への愛着を生み出すものです。

さらに、トップアスリートが競技に挑む姿は、多くの人々に夢や感動、誇りや喜びをもたら

し、地域に元気を生み出すとともに、地域における選手育成、スポーツ競技力の向上にも大き

な影響を与えます。その他、スポーツの振興は産業の広がり、雇用の創出等による地域経済の

発展にも寄与するものです。

これらを踏まえて、平成 31 年度（2019 年度）に作成した東御市スポーツ推進計画（以下、

「前推進計画」という。）は、『スポーツにあふれた、活力と魅力あるまちづくり』を基本理念

とし、これに基づいて 13 の基本施策と 38の個別施策を実施してきました。その期間の中で、

社会情勢やスポーツを取り巻く状況が大きく変わっており、現推進計画の計画期間が令和５年

度末で終了することから、本市の運動・スポーツの現状を改めて整理・分析し、新たに第２期

東御市スポーツ推進計画（以下、「本計画」という。）を策定します。なお、前推進計画は、国

の示すスポーツ基本計画に沿った形として多様な施策を策定しておりましたが、本計画では市

の現状をふまえ、より東御市らしい施策に絞ることで、市の基本理念や目指す姿へ向けた取り

組みを重点的に実施してまいります。
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３ 計画の位置付け

本計画は、スポーツ基本法第 10 条の『地方スポーツ推進計画』と位置づけ、国の『スポー

ツ基本計画』や長野県の『スポーツ推進計画』を尊重しつつ、『第３次東御市総合計画』を上位

計画とし、『子ども・子育て支援事業計画』『東御市健康づくり計画』『東御市障がい者計画』等

との整合を図り、本市におけるスポーツ推進の基本的な方向性を示すものです。本市が目指す

スポーツ施策の方向性について、庁内の関連部署と一体となった検討をする等連携を密にし、

市民や関係団体等が共通認識を持ち、本計画の基本理念の実現に向け、総合的かつ計画的に取

組んでまいります。

なお、スポーツ庁は『「地方スポーツ推進計画」の策定等に係る事務負担の軽減について（令

和５年１月 18 日付け４ス庁第 1721 号）』において、スポーツ推進計画を単独の計画ではなく

総合計画等において位置付けることも可能であるとの見解が示されました。しかしながら、前

推進計画を５年間実施してきた中で、より効果的な施策を実施していくためにも、総合計画と

は別に策定することが必要であると考え、本計画の策定を行います。

図表 本計画の位置付け

スポーツ

基本計画

国

東御市

第３次東御市総合計

長野県スポーツ

推進計画

長野県
東
御
市

ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画

参酌

【主な関連計画】

連携

○ 子ども・子育て支援事業計画

○ 東御市健康づくり計画

○ 東御市障がい者計画

○ 東御市高齢者福祉計画・介護保険事業計

画

○ 東御市教育大綱・東御市教育基本計画
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４ 計画の期間

10 年後の「目指す姿」を見据えた後半５年間の計画とし、本計画の期間を令和６年度（2024

年度）から令和 10 年度（2028 年度）までの５年間とします。

なお、本計画は施策の進捗状況や社会情勢の変化等に柔軟に対応するため、必要に応じて適

宜見直しを行うこととします。

５ 計画における「スポーツ」の範囲

本計画におけるスポーツとは、勝敗や記録を競う「競技スポーツ」だけでなく、健康のため

や趣味として行うスポーツ、軽い運動や体操、あるいは自然に親しむ野外活動やレクリエーシ

ョンなども含めており、「自発的な」参画を通して、人々が感じる「楽しさ」や「喜び」に本質

を持つものとして捉えております。

図表 本計画における「スポーツ」の範囲

【競技スポーツ】

スポーツのうち、特に勝利や大会での成績、

記録や技術の向上を目指して行うもの。

健康のためや趣味として行うスポーツ、軽い運動や体操
（例：ウォーキング、ジョギング、健康体操、ヨガなど）
自然に親しむ野外活動やレクリエーション

【スポーツ】

運動のうち、ルールや決まりに基づいて

行われるもの。（例：野球、サッカーなど）

本計画における「スポーツ」
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第２章 計画の基本的な考え方

１ 計画の基本理念

スポーツは、子ども・青少年の心身の健全育成、体力の向上及び人々の健康で活力に満ちた

生活の実現には欠くことのできないものです。また、スポーツにより人と人、地域と地域の交

流が活発になり、地域の一体感と活力を醸成する等、多様な可能性を持っています。

さらに、2028 年には長野県で「国民体育大会・全国障害者スポーツ大会」が開催されること

から、市民のスポーツに対する興味・関心は、今後益々高まっていくと考えられます。

このような中、スポーツの持つ限りない力を活かしたスポーツ振興を図ることによって、市

民の日常にスポーツがあり、人間関係と地域経済が豊かな、健康で笑顔が輝くまちを実現しま

す。

２ 10 年後の目指す姿

日常にスポーツがあり、人間関係と地域経済が豊かな、健康で笑顔輝くまち・とうみ

３ 計画の基本目標

計画の基本理念を実現するために、「スポーツの裾野を広げる」、「スポーツで外から誘う」、

「スポーツの高みを目指す」という３つの視点を持ち、本市におけるスポーツの山を大きくす

るため、今後のスポーツ推進の主要な目標を掲げて具体的な施策に取組みます。

図表 基本目標

視 点 基 本 目 標

スポーツの裾野を広げる
１ 生涯にわたってスポーツに親しむ子どもたちの育成

２ 誰もがスポーツを享受できる地域環境の充実

スポーツで外から誘う ３ スポーツによる地域経済の活性化

スポーツの高みを目指す ４ 競技スポーツ人口の拡大と競技力向上

スポーツにあふれた、活力と魅力あるまちづくり
～ 基本理念 ～
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図表 3つの視点と 4 つの基本目標で本市のスポーツの山を高く、大きく

基本目標１ 生涯にわたってスポーツに親しむ子どもたちの育成

子どもたちが生涯を通じてスポーツに親しむきっかけとなるよう、外遊び、学

校体育やスポーツ活動への支援を行いスポーツ機会の充実と体力向上を図りま

す。

基本目標２ 誰もがスポーツを享受できる地域環境の充実

さまざまなライフステージに応じたスポーツ活動ができるよう、スポーツ機会

の創出、活動の支援、それらを支える人づくりによって生涯にわたる地域スポー

ツの振興を図ります。

基本目標３ スポーツによる地域経済の活性化

恵まれたスポーツ環境等を積極的に活用し、交流人口の増加を図るとともに、

地域経済の活性化を図ります。

基本目標４ 競技スポーツ人口の拡大と競技力向上

より高みを目指す人々を支え、導く体制等を整えるとともに、アスリートとの交

流機会の創出を図ります。
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３ 計画の体系
基本目標１ 生涯にわたってスポーツに親しむ子どもたちの育成

１－１ 運動遊びによる就学までのスポーツの土台づくり

個別施策

運動遊び・自然体験活動等による保育・幼児教育の充実

１－２ 小学生期のスポーツへの円滑な接続

個別施策

学校体育及び教科外・放課後活動充実のための専門的支援

１－３ 中学生期のスポーツニーズへの対応

個別施策

望ましい運動部活動のための支援体制づくり

中学でのスポーツ離れを防ぐための「ゆる部活・ゆるスポーツ」等の定着

基本目標２ 誰もがスポーツを享受できる地域環境の充実

２－１ 青壮年期のスポーツ活動の促進

個別施策

働き盛り世代へのスポーツ活動の普及・促進

積極的な情報発信

２－２ スポーツ施設（ハード）の活用

個別施策

いつでも、どこでも、だれでも楽しめる場の提供

２－３ 地域スポーツ活動組織・人材等（ソフト）の充実

個別施策

スポーツ推進委員活動の強化

スポーツ協会活動充実への支援

総合型地域スポーツクラブの活動支援

２－４ スポーツを通じたユニバーサルな地域社会づくり

個別施策

身近で実施できるユニバーサルスポーツ、レクリエーション活動等の充実

障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツを活用した交流事業
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基本目標３ スポーツによる地域経済の活性化

３－１ スポーツツーリズムの推進

個別施策

地域スポーツコミッションの活動支援

湯の丸高原スポーツ交流施設等でのイベント開催や合宿受入

３－２ スポーツを活かした地域の活性化

個別施策

産官学等の連携による湯の丸高原での高地トレーニング及びツーリズムの知見蓄積

専門機関等とのサポート連携協定の推進

基本目標４ 競技スポーツ人口の拡大と競技力向上

４－１ スポーツ愛好から競技志向への円滑な接続

個別施策

トップレベルの競技スポーツの魅力に触れる機会の提供

４－２ 高みを目指す人々への支援

個別施策

競技レベルに応じた練習環境の充実
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図表 スポーツの基礎となる
発達段階を示すピラミッド

出典：子どもに「体力」をとりもどそう

（宮下 充正 著）

第３章 スポーツ推進のための具体的施策

乳幼児期からの地域特有の自然環境を活用した「外遊び」を中心とし、運動遊びから得る「楽し

さ」を通じて幼児期に育むべき志向・能力の向上を目指します。また、学齢期までの継続的なスポ

ーツの機会を通じて、子どもたちがスポーツの意義・価値を実感でき、生涯スポーツへのきっかけ

となるように学校体育やスポーツ活動への支援を行うことでスポーツ機会の充実と体力向上を図

ります。

＜現状と課題＞

(1)学校体育

①本市の児童・生徒の体力レベルは全国平均、全県平均と比べて共に低く、市教委等の取組みを

通して、継続的な専門的支援が望まれます。特に運動嫌いの子どもたちが体を動かすことに親

しむための取組みが必要です。

(2)運動部活動

①少子化による部員不足、教員の長時間労働、一部の行き過ぎた指導、保護者の過大な介入等、

運動部活動に関わる諸問題が散見されます。教職員の働き方改革等のための部活動地域移行が

決定され、今後、市内中学校間の部活数等の隔たりを解消し、中学生期における運動部活動が

充実した有意義なものとなるよう、市、教育委員会、学校、地域、企業等の連携のもとで将来

を見据えた具体的な体制整備を進めることが急務です。

１－１ 運動遊びによる就学までのスポーツの土台づくり

① 運動遊び・自然体験活動等による保育・幼児教育の充実

子どもの生活時間の大部分を占める保育・幼児教育の現場において、園における運動遊びの習

慣化や信州型自然保育の取組みの充実を支援します。

１ 生涯にわたってスポーツに親しむ子どもたちの育成 【裾野を広げる】
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１－２ 小学生期のスポーツへの円滑な接続

① 学校体育及び教科外・放課後活動充実のための専門的支援

運動の特性や魅力を実感できるとともに、体力・運動能力の向上にも資する授業実践や教科

外・放課後活動充実のために、「体力･運動能力、運動習慣等調査」の実施も含め、公益財団法人

身体教育医学研究所（以下「しんたい」という。）による研修や教材提供等を通した専門的支援を

継続的に行い、また、放課後活動充実のための専門的支援として「げんき塾」を総合型地域スポ

ーツクラブ SanyTOMI（以下「SanyTOMI」という。）が行います。

また、障がいのある児童が参加できる体育授業のあり方、特別支援学級におけるスポーツのあ

り方等を検討・推進します。

１－３ 中学生期のスポーツニーズへの対応

① 望ましい運動部活動のための支援体制づくり

スポーツ庁が示す「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」、県が示す「長野県中

学期のスポーツ活動指針」、本市教育委員会が策定する「運動部活動の方針」等に則り、体力・技

術の向上のみならず、生徒の心身の健康管理、事故防止及び体罰・ハラスメントの根絶を徹底し

ます。

部活動顧問（外部指導者、部活動指導員含む）のため、アスリート育成経験や専門知識を持っ

た指導者による研修等への参加機会を確保します。日本スポーツ協会、長野県スポーツ協会、長

野県体育センター等が開催する講習会・競技指導等の研修会への参加及び指導者資格の取得を支

援します。（教育課へ確認中）また、中学校の運動部活動指導の充実と教員及び保護者の負担軽減

を図るため、教員及び生徒のニーズを把握した上で部活動運動指導員の任用を検討します。

さらに、スチューデント・ファースト（学習者本位）の精神に基づく活動となることを大前提

に、各学校・各運動部活動の実情を把握し、部員減少による少人数チームの活動の場を保障する

等、地域の実情にあった運動部活動の環境づくり・体制づくりを推進します。

② 中学でのスポーツ離れを防ぐための「ゆる部活・ゆるスポーツ」等の定着

放課後の生徒の自立的なスポーツ活動として、部活動にない運動スポーツに触れ、体を動かす

楽しさや喜び、スポーツに親しみを持つきっかけづくりと体力向上を図るため、SanyTOMI による

生徒のニーズに合った活動機会の充実を推進します。

image
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年齢、性別、障がいの有無等を問わず、誰もが自分のライフステージに応じたスポーツ活動に取

組めることは、生涯を通して幸福で豊かな生活を営むための基盤です。

よって、働き盛り・子育て世代のスポーツ活動の習慣化、健康長寿社会、ユニバーサル社会の実

現のために、スポーツ活動を支える人づくりや、環境整備等によってさまざまなライフステージに

応じたスポーツ活動を推進し、生涯にわたる地域スポーツの振興を図ります。

＜現状と課題＞

(1)市民のスポーツ実施

①本市の「週 1回以上運動・スポーツを実施する人の率」は、50％程度であり、国、県、県内同

規模自治体と比較しても高い水準にあります。しかし、30 代を中心とした働き盛り・子育て世

代においては、実施率が低い傾向にあります。

(2)スポーツ行政

①ライフステージに応じたスポーツ活動の推進に向けては、市役所において乳幼児期から高齢期

までの各段階を所管する各部課等が庁内横断的に連携することが不可欠です。

②湯の丸高原の魅力を最大限に活かしたスポーツツーリズムの推進と積極的なプロモーション

による地域経済の更なる活性化が求められます。

③スポーツ推進委員の後継者の育成が課題となっています。市民のライフスタイルやニーズが多

様化する中、自主的・積極的な活動、市民と市との繋ぎ役としての役割が期待されます。

(3)スポーツ施設

①高地トレーニングの適地である湯の丸高原スポーツ交流施設のブランド化を図り、合宿受入れ

とイベントの開催を進めることが求められています。

②市内体育施設の中には建設後 40 年を経過した施設が複数あります。市の公共施設等総合管理

計画との整合を図りながら、長寿命化計画に基づいた改修を実施する必要があります。

③体育施設・学校体育施設の予約方法を周知し、利用者の更なる利便性向上の工夫が求められて

います。

(4)スポーツ組織

①スポーツに対するニーズの多様化に伴い、それらのニーズに柔軟に対応し、スポーツの普及促

進を担う若手指導者の育成が課題となっています。

②スポーツ少年団の団員数が減少し、取組みに支障が出ている一方で、市内に同種目の単位団が

複数あることから、現状に応じた推進体制の最適化が課題となっています。

③スポーツ関係団体等が定期的に情報共有、意見交換を重ね、今後のスポーツ振興のあり方を検

証することが求められています。

２－１ 青壮年期のスポーツ活動の促進

① 働き盛り世代へのスポーツ活動の普及・促進

企業が行う従業員を対象とした健康事業と連携し、スタッフ派遣や用具貸出しを行い、日常的

にスポーツに取組めるよう、スポーツの必要性や効果的な運動を紹介する等、働き盛り世代がス

ポーツ活動に親しみ楽しめる環境づくりを支援します。

２ 誰もがスポーツを享受できる地域環境の充実 【裾野を広げる】
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② 積極的な情報発信

市報、ホームページ、SNS 等を有効的に活用し、情報発信の充実を図ります。

２－２ スポーツ施設等（ハード）の整備と活用

① いつでも、どこでも、だれでも楽しめる場の提供

多様化するニーズに沿い、遊休施設や低利用施設などの既存の施設を有効活用して、誰もが気

軽に楽しめるスポーツ環境を整備します。

２－３ 地域スポーツ活動組織・人材等（ソフト）の充実

① スポーツ推進委員活動の強化

各種研修会へスポーツ推進委員を派遣し、専門的な知識や技術の習得を支援します。また、スポ

ーツ推進委員が地域スポーツ振興の推進役、行政と市民のつなぎ役として、委員内の組織体制を

強化し、独自の企画・運営によるイベントや推進への取組みができるよう支援をします。

② スポーツ協会活動充実への支援

特定非営利活動法人東御市スポーツ協会（以下「スポーツ協会」という。）と連携して、市民の

主体的なスポーツ活動を促進します。また、スポーツ協会へは、目的を明確にした事業委託と適正

な財政的支援を行うことで、加盟団体の普及活動や指導者の育成、競技力の向上等の取組みを促

進します。

③ 総合型地域スポーツクラブの支援

市民のライフスタイルに応じて多様なスポーツを実現するため、『こどもを中心に関わるみんな

が元気になる柔らかな「こども旋風」をまきおこす土台となる』を理念とし、“子どもたちの健全

な育ちを応援し、成長を見守っていくことを活動の核とし、年齢、障がいあるなしに関係なく、地

域のみんながいつでも気軽にスポーツすることができるよう、生涯を通じて楽しむことができる

クラブ”として活動する総合型地域スポーツクラブ SanyTOMI を支援します。スポーツだけではな

く、外遊びやからだを動かす楽しさが実感できるメニューを用意して、だれでも気軽に集まって

体を動かす場を目指します。

※ 総合型地域スポーツクラブとは…子どもから高齢者まで（多世代）、様々なスポーツを愛好す

る人々が（多種目）、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できる（多志向）という特徴を持

ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブです。

２－４ スポーツを通じたユニバーサルな地域社会づくり

① 身近で実施できるユニバーサルスポーツ、レクリエーション活動等の充実

高齢者、障がい者にとってスポーツが日々の楽しみとなり、生活に潤いを与えられる地域を目

指します。

スポーツ協会、スポーツ推進委員、しんたい、総合地域スポーツクラブ等と連携し、高齢者向け

プログラムを提供する等、高齢期におけるスポーツを積極的に推進します。また、身近で活動を支
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援するボランティアを育成します。

また、障がい者のスポーツ活動への参加に向けて、適切な配慮と指導が実施できるよう「みんな

の健康×スポーツ実行委員会」「スポーツ推進委員」を中心として、幅広い層の方々が共に活動す

る機会の提供に努め、そのための研修機会の充実に取組みます。

ユニバーサルスポーツ、レクリエーション活動を推進する中で、身近なスポーツとしてボッチ

ャの常設コートを増やしていき、また、人材育成やボッチャのルールを広く普及しながら定着を

図ります。また、「ボッチャのまち・東御」としてブランド化を図ります。

② 障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツを活用した交流事業

障がいのある方もない方も共にスポーツを「する」機会を提供することで、参加者の皆が達成

感、一体感を得ることができ、誰もが身近に運動・スポーツに親しめるユニバーサルな地域の実現

に向けて取組みます。

image
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本市の強みである湯の丸高原高地トレーニング施設を起爆剤として、官民が一体となり、スポ

ーツ合宿の誘致、観光と連動したスポーツツーリズムを推進することで、知名度の向上や交流人

口の拡大による地域経済の活性化を図ります。

＜現状と課題＞

(1)スポーツ合宿・イベントの受入れ体制

平成 30 年度（2018 年度）から湯の丸高原スポーツ交流施設において、トップアスリートをは

じめ、実業団、大学の陸上中長距離を中心とした高地トレーニング合宿の受入れを開始しまし

た。また、スポーツコミッションの受入れも開始し、一元的な連携体制を整えました。今後は、

現在閑散期や繁忙期のある受入れ状況を一年を通して平準化していくことが必要です。

(2)更なる魅力創出と集客力の向上

地域の魅力を最大限に活かし、スポーツによる継続的な地域経済の活性化を図るため、湯の丸

高原の合宿を機軸とした市内全域への集客効果の波及、スポーツによる新たなビジネスの創出等

が求められます。

(3)医科学サポート体制の構築

医科学的サポート体制を構築により、トレーニング方法の確立や身体に与える効果などの検証

を行い、市民や子供たちも安心して施設を利用できる環境を整え、競技力向上のほか健康づくり

にも活用していくことが求められます。

３－１ スポーツツーリズムの推進

① 地域スポーツコミッションの支援

スポーツ団体、企業（スポーツ産業、観光産業）、市等が一体となり、スポーツを観光資源とし

た新たなイベントの開催、スポーツ合宿誘致等のスポーツツーリズムに取組むため、そのマネジ

メント機能を果たす「とうみ湯の丸高原スポーツコミッション」（以下、「コミッション」という。）

において、湯の丸高原特有の「高地トレーニングの適地性」を最大限に活かし、スポーツツーリズ

ムの推進をはじめ、スポーツ合宿の誘致、スポーツ交流イベントの開催等を官民一体で行い、交流

人口の拡大や市民のスポーツへの関心の向上を図り、地域の活性化に繋げてまいります。

※ とうみ湯の丸高原スポーツコミッション

（一社）信州とうみ観光協会、東御市商工会、民間宿泊業者、企業、しんたい、旅行業者、スポ

ーツ協会、東御市水泳協会、東御市陸上競技協会、総合型地域スポーツクラブ（設置予定）、市等

の連携により運営するものです。

② 湯の丸高原スポーツ交流施設等でのイベント開催や合宿受入

高地トレーニングの適地である標高 1,750ｍに位置する湯の丸高原スポーツ交流施設へのスポ

ーツ合宿誘致を積極的に行います。特に、陸上中長距離、水泳の施設を活かして実業団・大学等の

トップレベルのチーム・選手を中心に合宿の誘致を積極的に進めます。

また、スポーツコミッションが、スポーツイベントの開催等魅力的なスポーツツーリズムを主

３ スポーツによる地域経済の活性化 【外から誘う】
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導し、交流人口の拡大、知名度向上、集客増加等、地域経済活性化の好循環を拡充します。

３－２ スポーツを活かした地域の活性化

①産官学等の連携による湯の丸高原での高地トレーニング及びツーリズムの知見蓄積

湯の丸高原の高地トレーニングのポテンシャルを最大限に活かすため、専門機関と連携して、

高地トレーニングの効果、スポーツツーリズムによる経済波及効果等の検証、分析を行います。

②専門機関等とのサポート連携協定の推進

企業、専門機関等との連携を組織的に推進するため、連携協定の締結を検討します。

例えば、企業、大学等は湯の丸高原を実習・研究施設として活用し、その際、市の関係団体等が

活動に参画して人材の育成を図る等、win-win の関係を構築することで、継続的な協力関係を強化

します。
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地元の選手が大きな舞台で活躍する姿は、観るものに感動と勇気を与えるばかりでなく、地域に

元気とスポーツへの興味を生み出します。

将来、国内トップレベルとなる選手を本市から輩出するため、指導者の育成、学校部活動の体制

整備を進め、競技スポーツ人口の拡大と競技力の向上に向けて取組みます。

＜現状と課題＞

(1)スポーツ環境

①スポーツ少年団やスポーツ教室の参加者が少子化・運動離れにより減少し、また、団体そのも

のが小規模化しており、存続が困難となっています。

②中学期の学校運部活動では、部員不足、教員の長時間労働等の問題から、興味のあるスポーツ

を身近でできないことが課題となっています。

③スポーツ関係団体、地域、学校、企業、教育委員会、市等が連携を図り、子どもたちのニーズ

を把握し、運営・指導スタッフの育成・確保、指導者レベルの向上、施設の提供等、充実した

活動ができる体制を地域が一体となって整備することが急務になっています。

４－１ スポーツ愛好から競技志向への円滑な接続

① トップレベルの競技スポーツの魅力に触れる機会の提供

子どもたちがトップレベルの競技スポーツへの夢や憧れを抱き、競技に挑む意欲を喚起するた

め、スポーツ協会、コミッション、SanyTOMI、各種競技団体、企業等と連携しながらトップアスリ

ートとの交流イベントやスポーツ教室等を開催し、スポーツの魅力を積極的に発信するとともに

市内におけるスポーツ環境の質的な充実を図り検討を行います。

また、本市への合宿誘致を通じて、トップレベルの選手・指導者を身近に見る機会から本市の選

手、指導者のレベルアップを図ります。

４－２ 高みを目指す人々への支援

① 競技レベルに応じた練習環境の充実

競技志向の高まりによるニーズに対応するために、スポーツ団体の連携は、競技スポーツ人口

の拡大、競技力向上を図るうえで必要不可欠です。

特に、中学校運動部活動については、生徒のニーズに合った活動機会を提供するために、活動を

地域に移行するための制度移行に迅速な対応が可能となるよう、スポーツ協会、コミッション、

SanyTOMI、学校、地域、企業、教育委員会、市等が一体となり学校の枠を超え「誰もが」「希望す

る部活動」に参加できる協力体制を進めます。

４ 競技スポーツ人口の拡大と競技力向上 【高みを目指す】
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第４章 計画の推進にあたって

１ 計画の推進と進捗管理

(1)計画の推進と進捗管理・評価

本計画は、本市をはじめとして、市民・企業・スポーツ関係団体等さまざまな主体が協働

することにより推進します。

進捗管理は、定期的に現地におけるモニタリング・市民向けアンケート調査等を実施し、事

業の進捗管理や達成度の点検、成果の検証を行うとともに、必要に応じて計画や目標を見直す

等、進捗状況に応じて、計画の改善を図ります。

また、市長の附属機関である本市スポーツ推進審議会に毎年度、進捗を報告し、適切な評価

を行います。なお、本計画の進捗状況は、ホームページ等で随時公表し、市民や関係団体等の

意見を施策へ反映する環境を整備します。

(2)計画における数値目標

項 目
平成 29 年度

実績

令和４年度

実績

令和 10年度

目標

① 小中学生の過去１年間の運動・スポーツの

非実施者の割合

※健康状態等によりスポーツを実施することが困難な

人の存在に配慮しての割合とする。

小学生

11.13％

中学生

7.51％

小学生

7.18％

中学生

6.55％

０％

②小中学生の体力合計点(小中男女合計平均)

※体力合計点は、「全国体力・運動能力、運動習慣等調

査」における、体力テスト各種目の合計得点小５、

中２の男女別の得点を平均する。

本市平均

50.15 点

長野県平均

50.89 点

本市平均

48.53 点

長野県平均

48.76 点

52 点

③ 20 歳以上の週１回以上のスポーツ実施率 60.4％ 52.7％ 65％

④ 60 歳以上の週１回以上のスポーツ実施率 68.6％ 59.0％ 70％

⑤ 障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツ

参加機会の充実

※ユニバーサルスポーツ大会の開催

― ― 年２回

⑥ 運動・スポーツ等身体を動かすことが好き

な市民の割合
73.7％ 72.6％ 80％

⑦ ボッチャの普及

※「ボッチャ」の常設コート数
２箇所 ２箇所 ６箇所

⑧ 湯の丸高原スポーツ交流施設利用者の市内

宿泊数
０泊 12,107 泊 14,000 泊

⑨ 全国大会に出場する個人・団体の数 26 人・団体 21人・団体 30人・団体
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図表 計画の実現に向けた連携・協働体制

２ 施策の推進体制と役割

(1) 推進体制について

基本理念の実現に向けて、本計画を着実に推進するためには、市民のスポーツ参画人口の拡大、

共生社会の実現、健康増進、郷土への愛着の醸成や地域経済の活性化等につながるスポーツに関

する施策を総合的、体系的かつ戦略的に推進することが求められています。

また、本市を取り巻くスポーツ環境の変化や多様化するニーズに的確に応えるためには、行政

の取組みだけでなく地域住民との協働が欠かせません。地域の中で、市民の皆さまをはじめ、地

域、学校、スポーツ関係団体、民間企業、スポーツ協会、コミッション、SanyTOMI 及び市が、そ

れぞれの役割や責任を踏まえ、相互に尊重した関係のもと連携・協働をして、計画の実現を目指

します。

(2) 計画の実現を担う皆さんへの期待

① 市民

スポーツ活動に積極的に取組まれることや、保護者の方が子どもと一緒に公園あそび等を

して体力向上のための一役を担っていくことを期待します。なお、スポーツを「する」だけ

でなく、ボランティア等の「ささえる」活動や、スポーツを通じた交流活動への積極的な参
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加もお願いします。

② スポーツ協会

市のスポーツ人口の中心的な存在として、自主事業としてのスポーツ大会・スポーツ教室の

開催し、競技力の向上、交流人口の拡大、スポーツの習慣化等につながるような事業推進や、

指導者の育成・強化、指導者の派遣、スポーツ情報の提供等市民がスポーツに親しめる環境の

整備を期待します。また、スポーツ少年団やスポーツ教室の参加者を増加するための、様々な

種目が一堂に会し、参加者が体験できる環境として「お試しスポーツ（仮称）」の実施を期待

します。

③ スポーツ関係団体（スポーツ推進委員、スポーツ少年団含む）

市・事業者等と連携し、市民のスポーツに親しむ機会の創出、競技力の向上やスポーツの持

つ魅力の発信が求められます。

また、多様なニーズに対応するための知識や技術の習得に努めていただくとともに、団体

間の連携を図り、地域スポーツ振興の推進役、行政と市民のつなぎ役としてスポーツへの興

味が薄い人へ動機付けや、スポーツの楽しみ方の啓発等を期待します。

④ 教育機関（小・中学校、高校、専門学校）

小・中学校においては、児童・生徒の体力向上や運動機会を確保するため、学校体育、運動

部活動の充実を図るとともに、運動意欲を喚起し生涯スポーツへのきっかけ作りを期待しま

す。また、放課後活動や多様化するニーズへの対応を期待します。

高校、専門学校においては、スポーツ教室、スポーツ大会等への積極的なボランティア参加

をお願いし、地域に関わることを自らの経験、学びの機会として捉え、専門性を活かしたス

ポーツ振興への貢献を期待しています。

⑤ 区・公民館・育成会・ＰＴＡ・地域づくりの会等

地域のスポーツやレクリェーション環境の充実を図り、人々の地域活動への参加意欲を高

めるため、公民館や学校ＰＴＡを中心としたスポーツ行事への積極的な参加をお願いします。

⑥ 医療機関・スポーツ医科学専門機関等

専門分野での競技者の支援やスポーツ医科学の理論に基づいた知識の伝達・普及に向けた

協力・支援を期待します。

なお、しんたいは、保健・福祉・医療・教育・スポーツをはじめ多分野での横断的な調査研

究・教育啓発・人材育成等の活動に取組んでおり、地域密着のシンクタンクとして、各種事

業や関係団体、外部専門機関等をつなぐ要の役割として期待しています。

⑦ 企業等

企業内のスポーツ振興及び習慣化、トップレベル選手の育成・支援、市民スポーツへの資金

的な支援を期待します。

また、学校部活動等への指導者やスポーツトレーナーの派遣や施設の開放、各スポーツ団体

等との連携によるスポーツイベントの開催、企業等が保有する人材、情報、施設等の資源

を地域のために活用して頂けることを期待します。

⑧ プロ・実業団等
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湯の丸高原で合宿をするアスリートとの交流は、「みる」「ささえる」スポーツとして市民

に活力・夢・感動を与える機会となります。市民との積極的な交流を期待します。

(3) 各分野における市役所関係部局間の連携

本計画の基本理念「スポーツにあふれた、活力と魅力あるまちづくり」の実現に向け、企

画振興部文化・スポーツ振興課を中心として、本計画を具体的に進めるための行動計画を作

成します。そのうえで、庁内関係部局の横断的な連携はもとより、関係団体等との連携、協

働体制を一層強化した施策展開を図ります。

① 教育分野

教育委員会教育課、生涯学習課との連携を密にし、子どもたちの心身の健全な育成を図り、

実践だけでなくスポーツに対する多様な関係のあり方も学習し、生涯スポーツの推進につな

げます。

また、学校体育や既存の運動部活動だけでなく、新しい地域スポーツのあり方を検討する

中で、地域、スポーツ関係団体とも連携し、子ども達がやりたいスポーツを楽しめる環境の

構築に向け取組んでいきます。また、トップレベルの選手とのふれあいや指導の機会を創出

することで、スポーツの高みを目指す動機付けとスポーツに親しむ・楽しむ・好きになる環

境を充実させます。

② 経済・観光分野

都心からのアクセスの良さ、湯の丸高原、標高差、晴天率の良さ、巨峰・胡桃をはじめと

する特産物、ワイン、温泉等の強みを最大限に活かし、商工観光課、農林課との連携から宿

泊業者、商工会、観光団体等との協働でスポーツツーリズムを展開し地域経済の活性化へつ

なげます。

なお、スポーツコミッションによるスポーツ合宿・イベントの誘致、実施及び支援を通じ

て多くの人を外から誘うことで、交流人口の拡大、シティープロモーション効果、ブランド

化、更なる集客増加の好循環を生み出し地域経済の活性化へとつなげます。

③ 健康・福祉分野

乳幼児期の運動、保育・幼児教育の現場における運動遊びの習慣化や信州型自然保育の取

り組みにおいて保育課との連携を密にして就学までのスポーツの土台づくりを図ります。

青壮年期のスポーツ活動の推進にあたっては、健康保健課、生涯学習課（公民館含む）と

一層連携を深め、働き盛り・子育て世代がスポーツに親しめる環境づくり、スポーツ活動へ

のきっかけづくりと習慣化を推進します。

高齢者、障がい者が身近にスポーツに親しめる機会の充実を図るため、福祉課との連携に

より、ウォーキングやヨガ、健康体操等、誰もが自分のペースで取組めるスポーツの機会を

充実させ、習慣化を図ることで心身の健康づくりを推進します。

また、 福祉課との連携においては、「みんなの健康×スポーツ実行委員会」との連携を中

心に、障がい者スポーツ・ユニバーサルスポーツの充実に積極的に取組み、スポーツを通じ

たユニバーサルな地域社会づくりを推進します。


